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医 療 と医 療 訴 訟
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講演要項

１．はじめに

・医療過誤事件と私

・医療過誤事件の困難さと医療情報

２．インフォームド・コンセントについて

・その意味

・その歴史

・具体的内容（東京地裁平成４年８月３１日

判決・判例タイムズ ７９３号、２７５頁）

３．医療過誤訴訟の現状

・医療過誤訴訟とインフォームド・コン

セントの侵害について

・医療過誤訴訟の現状－アメリカとの比

較、日本での特有の事情、事件の種類

４．医療過誤が起こる背景は

・医師の側の問題 患者側の問題

はじめに

昭和５４年４月に弁護士になりましたが、昭

和５０年代は弁護士が集団的に医療過誤事件に

取り組み始めた時期でした。私は今までに４３

件の医療過誤事件を取り扱っておりますが、

いくらやってもなかなか難しいものです。

医療過誤事件を困難にする理由の一つは、

医療情報が患者にほとんど与えられていない

ということです。医療を一種の契約だと考え

ますと、受診して診療費を支払っているにも

かかわらず、患者は診療内容をほとんど知ら

ないというのが現在の診療契約の実態です。
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・制度的な問題はないのか

・医療過誤事件として紛争化する要因

５．患者側の弁護士から見た医療過誤事件の

特殊性

・資料収集の面から

・医学知識吸収の側面から

・専門家の協力を得る側面から

・一件ごとの蓄積が困難なこと

６．資料収集に関連して

・証拠保全手続き

・弁護士照会

・教科書その他の医学知識の吸収

・臨床知識の吸収

・論文の検索

・その後の対応について

欧米に比べ、日本では医療側から患者に与え

られる情報は非常に少なく、我々弁護士は

“密室で行われる行為”を取り扱わねばなり

ません。しかも患者はまさに素人であり、専

門的なことには無知です。また、診療契約に

関する情報を得たとして も、法律家にはそれ

を分析する能力がなく、医師の協力なしに事

件の内容を把握できません。それに、医療過

誤事件は経験の積み上げができないのです。

つまり、診療科が異なると、また最初からそ

の科について勉強をしなくてはなりません。

そのために我々は研究会を持ち、情報交換を

行っています。

－５３
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２

インフォームド・コンセントについて

最近、マスコミもインフォームド・コンセ

ントの重視を訴えるようになってきました。

インフォームド・コンセントとは、患者の自

己決定権の行使としての同意を保証するとい

う意味です。医師から患者にどのような説明

がなされたかを重要な眼目としています。患

者はいつでも医師から提案された治療行為の

拒否や変更が可能で、全く自由な任意の決定

として自己決定権の行使がなされなければな

りません。つまり、インフォームド・コンセ

ントとは単なる説明と同意ではなく、規範的

な意味を含んだ概念と言えます。

この概念の歴史については多くの見解があ

ります。しかし、１９４７年の医学的実験研究に

おけるニュールンベルク綱領に端を発し、１９

６４年、１９７５年の世界医学会総会におけるヘル

シンキ宣言で展開し、さらにアメリカで開花

した考え方ではないかという説が有力です。

ニュールンベルク綱領は、人体実験の基本原

則として、被験者への情報提供、自発的同意

の絶対性を認めました。ヘルシンキ宣言は、

実験的医療がたとえ科学や社会に寄与すると

しても、被験者である個人の利益と福祉を、

公共の利益より優先させねばならないとし、

被験者の人権保障の具体的手続きを明らかに

しています。

ところで、日本の判例においては、正面か

らこのインフォームド・コンセントという言

葉を使っている判決はないと思います。それ

は、これがまだまだ新しい概念であることが

理由の一つだと思われます。そしてまた、結

論的には説明義務の内容として、この概念を

認めたと同様の判決が出ているわけですから、

あえて新しい概念をもってくるよりは、説明

義務の内容を進化させることにより、実質的

に、インフォームド・コンセントの概念を盛

り込むことを、判例は期待しているのではな

いかと思われます。

－５４－

３。医療過誤訴訟の現状

インフォームド・コンセントが破られた典

型的な事例として医療訴訟があります。しか

し、医療訴訟とは、必ずしもインフォームド

・コンセントの侵害が問題となるわけではあ

りません。例えば、かなり危険性の高い手術

について、医師が十分にその危険性を説明せ

ずに手術を行った結果、患者が死亡した場合

を例にとりますと、患者側としては、医師に

手術ミスがあり、そのミスが原因で患者が死

亡したことを立証しようとします。しかし、

そもそも危険性の高い手術であったのですか

ら、医師のミスを立証するのは非常に困難な

ことであり、さらに、そのミスによって患者

が死亡したことを立証するのは難しい場合が

多いのです。このような場合に患者側に残さ

れた手段として、そのように危険な手術なら

ば最初から手術に応じなかったと主張し、慰

謝料を請求する方法があります。ここでイン

フォームド・コンセントが大きな問題として

登場してくるわけです。医療訴訟の現状を多

少なりとも知るということは、インフォーム

ド・コンセントを理解するうえでおおいに参

考になると思います。

現在、どの程度の医療過誤訴訟が起こって

いるかについて、最も信頼のおける最高裁判

所の調査によりますと、昭和５５年度は全国で

３１０件、昭和６１年度 ３３８件、平成元年度では

約 ４００件です。これはアメリカにおける医療

訴訟件数に比べますと、極めて少数です。昭

和５９年度にアメリカで新しく起こされた医療

過誤訴訟件数は、推定で約７３．０００件です。医

師の数が日本の４倍であることを考慮に入れ

ても、日本の約５０倍もの訴訟が起こされてい

ることになります。この違いはまず国民性に

あります。アメリカという国は、過剰訴訟と

言われるぐらい訴訟好きです。次に、弁護士

の数に違いがあります。アメリカでは現在８０

万人を超える弁護士かおり、毎年新たに約４

万人が弁護士となります。日本は現在１５，０００

人足らずで、一年に ５００人程度しか増えませ



ん。また、アメリカでは制裁的慰謝料の制度

がかなりの州で採用され、賠償額が非常に高

額化する傾向があります。高額賠償は医療機

関の経営に対し致命的であり、二度と同様の

事故を起こさないように注意させるなど、社

会に対しても強い影響力を持ちます。日本で

は、賠償額が交通事故の場合と同様に考慮さ

れます。かなり定例化されてきており、しか

も額を上げないようにしようという考え方が

背景にあります。さらに、アメリカでは相当

な額の弁護士費用が請求されているようです。

アメリカ西海岸地方では弁護士費用が賠償額

の３０％、東海岸地方では５０～８０％の高額にな

る場合もあります。日本ではせいぜい１５～２０

％程度です。１０数年前にアメリカで請求され

ている医療過誤訴訟の賠償総額は、日本の国

家予算を超えるというようなとんでもない事

態になっているわけです。

次に、日本ではどのような種類の事件が多

いかについて述べます。まず診療科目では、

一般的傾向として一般外科が最も多く、次に

産婦人科、内科、小児科の順になっています。

事故の内容では、２４％が手術事故、１７％が誤

診による事故、１３％が注射の事故、２６％がそ

の他の治療事故です。

４。医療過誤が起こる背景

医療過誤がなぜ起こるのかにつきまして、

川人明先生著の「正直な誤診のはなし」では。

５つのパターンがあげられています。それは、

（１）基礎知識の不足型、（２）医学の進歩から

の立ち遅れ型、（３）複合疾病見落とし型、

（４）思い込み型、（５）総合診断欠如型ないし

情報過多型であります。また川人先生は診療

経過のどの段階で誤診を招きやすいかという

観点においても５つに分けておられます。

（１）問診が不十分である。（２）診療技術が別

枠である。（３）原因究明の方法論がまちかっ

ている。（４）検査結果を十分に生かしきって

いない。（５）カルテの記載が貧弱である。医

師側にはこのような要因があって医療過誤が
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起こるのですが、もちろん診療は患者の協力

がなければ成り立ちません。検査前の指示に

従わないために誤診に至るなど、患者側にも

医療過誤を起こす要因があると思われます。

制度的な要因としては、いわゆる３分間診療

といわれるように、個々の患者に対して十分

に時間をかけられないことがあげられます。

ところで、医療過誤事件が紛争として最終

的に訴訟にまで至る要因として、医師側の説

明不足が考えられますが、それ以外に結果の

重大性があります。自分の身体ならある程度

我慢できるけれど、将来ある子供の身体に起

こった重大な結果については紛争化すること

が多いようです。一般外科に訴訟が多いとい

うのも、手術により説明と違う結果がかなり

明らかに出てくるためだと思われます。

５。患者側の弁護士から見た医療過誤事件の

特殊性

患者側の弁護士にとっては、医療過誤事件

は非常にやりにくい事件です。直接的な証拠

が医師側の手持ちの資料に限られてしまって

います。裁判所を通じて証拠保全手続きをし、

カルテ等のコピーをすることから始まるので

すが、カルテが書き直されていたり、大切な

資料が廃棄されていることもあります。また、

カルテの読み取りには医学知識が不可欠であ

り、何か問題で、どういうことをなすべきで

あったかについては、専門家である医師の協

力が必要です。これも難点の一つです。なか

なか協力者を見つけにくく、協力的であって

も、いざ訴訟になると証言には出ないとか、

訴訟に提出できるような意見書は書けないと

いうように、協力内容に段階差があります。

それから、前述のように、一件ごとに事件の

内容が異なり経験の積み重ねができないとい

うことも、原告側の弁護士にとって非常に困

難な点です。このため昭和５３年頃から、日本

全国のかなりの都市では研究会あるいは弁護

団ができており、そこでいろいろな事例を紹

介をして研錯を積んでいます。

－５５－
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６。資料収集に関連して

資料の収集についてですが、医療過誤事件

があったかどうかについて我々が相談を受け

て、まず最初にすることは、裁判所に申し立

てをし、証拠保全の手続きをとることです。

この保全決定が事前に送られてから何日も経

ちますと、現実に検証がなされるまでの間に

カルテ等が改ざんされる危険性がありますの

で、大阪ではおよそ１時間前に証拠保全決定

が執行官により送達されます。この証拠保全

手続きは理念的には任意ですが、我々が証拠

保全の申し立てをして拒否された例はほとん

どありません。結局、医療機関としても、ま

ちがったことをしていないという自信があれ

ば、むしろ提出すべきなのでしょう。

相手方である医療機関ではなく、そこから

の転院先やそこに行くまでの医療機関に対し

ては、証拠保全ではなく、弁護士法第２３条の

弁護士照会という制度があります。所属の弁

護士会を通じ、会長名で回答依頼の文章が送

られます。以前はカルテ等のコピーを添えて

の回答がなされていましたが、最近は短い回

答が多く、細かな検査記録などがなかなか提

出されません。このような場合、最終的に裁

判になったとき、裁判所から資料送付の命令

が出され、医療機関は資料を提出しているよ

うです。患者のプライバシー権、つまり患者

が自分の身体に関連した情報を求めているに

も関わらず、医療機関独自の利益を主張して、

医療記録を出さないことは大変問題だと思い

ます。

我々弁護士は人手した医療記録を前提とし

て勉強します。治療行為についての問題点は、

協力してくれる医師に質問してより具体化し

ていきます。そして、日本科学技術情報セン

ター（ＪＩＣＳＴ）で、キーワードから文献検索を

してもらい、その中から必要な文献のコピー

を頼んでいます。また、数年前に患者側の弁

護士が中心となって名古屋に設立した医療事

故情報センターでは、ＪＩＣＳＴ の端末を置いて

いるので、そこへ検索を依頼しています。医

療過誤事件では医療水準が問題となります。

医学はどんどん進みますが、事件はある一定

の時点で起こっているわけですから、そのと

きの医療知識がどんなものであるかというこ

とが重要です。

〔質疑 応答〕

Ｑｌ．改ざん行為が明らかになった事例

はありますか。

Ａ。裁判においてはカルテの改ざんが時々問

題となります。改ざんが明らかとなって、

しかもかなり決定的な点について改ざんが

なされたということになると、裁判官が受

ける心証は悪く、やはり医師や医療機関に

対して厳しい判決があるようです。何件か

改ざん行為の判明した事例があります。

５６－

Ｑ２．裁判所から証拠保全の通達を受け

たときに、もし患者のカルテが行方

不明であったならば、病院側の責任

はどうなるのでしょうか。

Ａ。カルテは５年間の保存義務があります。

その保存期間内に無くなってしまったとい

うことになれば、訴訟内容に反論もできな

くなり、医療機関にとっては不利な事態と

言えるでしょう。ただし、どのような行為

がなされたかについて、カルテ以外の手段

で立証できることもあります。



Ｑ３．裁判が起こった時点では既にカル

テの保存義務期間が過ぎており、カ

ルテがないということが起こりうる

のではないでしょうか。

Ａ。大きな病院ではカルテを永久保存されて

いるところも多いでしょうが、５年を過ぎ

てからの証拠保全でカルテがない場合は仕

方ないですね。

Ｑ４．訴訟が起こった場合、永久保存を

しているばかりに資料が残っていて

病院にとってマイナスになるとは考

えられませんか。

Ａ。そもそも医療情報は患者のものです。で

はなぜ医療機関がそれを保存しているかと

言えば、やはり医学の進歩のためだと思い

ます。かなり多くの国では、医療情報の保

存を特別扱いしているようです。カルテに

きちんと記載して記録を残しておけば病院

は免責されるが、記録を残さなければ、追

及されるとともに、それに対しての弁明が

できないため、結局訴訟では負けるという

指導をアメリカでは行っているようです。

Ｑ５．電子媒体による資料保存の傾向が

ありますが、この場合も現物と同様

の資料として取り扱われるのでしょ

うか。

Ａ。現在もカメラマンを連れてきて現物資料

を写したり、コピー機で複写したりしてい

ますので、電子媒体になった場合も、用紙

に再現してそれを保全することになるでし

ょう。

Ｑ６．資料として提出されたカルテのコ

ピーは、どのように利用され、また

保管されていますか。

Ａ．裁判所に保管されますが、原告側の代理

人がそれをコピーして、整理したうえで証

拠として提出したり、それ自身が証拠とな

ったりします。

医師と同様に我々弁護士にも守秘義務が

あり、内容が外部に漏れることはないでし

ょう。

－５７－
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０ ７．患者に対して詳しい説明をすれば

するほど、患者の気持ちが萎縮し、

検査や治療を嫌がった場合、医療者

側はどう対処すれば良いのでしょう

か。

Ａ。患者本人が不利益を覚悟のうえで同意し

なければ仕方がないと思います。

Ｑ８．そのような内容はカルテ等に記載

すべきでしょうか。

Ａ。記載するべきです。覚悟のうえと言えど

も、後になってから、事前の説明が不十分

であったとして訴訟になる可能性もありま

す。

Ｑ９．訴訟となると裁判所への出廷等、

医療者側もかなりの時間や労力を費

やすこととなるので、ある程度のと

ころで患者の家族の意向を優先させ

てしまうかもしれませんが、これに

ついてどう思われますか。

Ａ。すべての場合において、相手側のおっし

ゃるとおりに医療行為を行うわけにはいか

ないと思いますが、難しい問題ですね。

ＱＩＯ．癌の告知なしにインフォームド・

コンセントは成り立ちにくいのでは

ｌ ないでしょうか。

Ａ．法律家の立場からすると、原則として癌

についても告知義務はあると思われます。

治療効果が明らかに期待できる場合や、治

療する見込みのある癌の場合は特に告知す

るべきでしょう。アメリカではインフォー

ムド・コンセントの概念が具体的に展開す

ることにより、９０％以上の医師が告知をし

ています。患者自身のことは患者側に選択

を委ねます。これに対して日本ではまだま

だ他人任せ的な傾向があるようです。こ

こにも文化の違いが表れていると思われま

す。

（文責：田中泉美・編集部）




